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●
介
護
保
険
制
度
が
見
直
し
さ
れ
ま
し
た

■要介護認定の区分が変わりました

■介護保険を利用するにはどうすればいいの？

■要介護認定などを受けていない人はどうなるの？

介護保険制度が施行されて丸６年になります。この６年間で大きな
問題となってきた介護予防の制度は、介護状態の改善や介護状態にな
らないための予防を重視したものへと生まれ変わります。

介護予防とは、要支援・要介護状態となることをで
きる限り防ぐこと。また介護が必要になっても状態
が悪化しないようにすることです。これを実現する

ために、新たに「要支援１」「要支援２」という区分を
設け、この「要支援１」「要支援２」と認定された人に
対し、介護予防サービス（新予防給付）を提供します。

市町村が実施主体となり、要支援・要介護になるお
それのある高齢者を対象に、筋力の向上訓練や、栄養

改善などの介護保険以外の地域支援事業を提供しま
す。

■これまで（平成18年３月末まで）の介護認定区分

■これから（平成18年４月以降）の介護認定区分

要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１
要介護１

要支援２
要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

予防給付 介護給付

介護給付
新予防給付

※ケアプランは地
域包括支援センタ
ーで作成します

【地域包括支援センターって？】
地域包括支援センターは、市町村
が責任主体となり、高齢者の心身の
健康の維持・向上・生活の安定のため
に必要な援助、支援を行う中核機関
として機能し、社会福祉士、保健師、
主任ケアマネジャーなどがその専門
知識を活かし、高齢者への支援など
を行います。

介護保険課又は、各支所の窓口で申請

認定調査の実施と主治医による意見書の作成

認　　　　　定

要支援１ ・ 要支援２ の方 （新予防給付） 要介護１～５ の方 （介護給付）

連絡をする
●地域包括支援センターへ連絡します。
●地域包括支援センターでは、職員が重要事項について
説明するので、同意をされたら契約を結びます。

●家族や地域包括支援センターの職員と、今どのような
ことで困っているのか、これからどのような生活を希
望するのかなどについて話し合います。

●地域包括支援センターの職員と一緒に、具体的な目標
や利用する介護予防サービスなどを定めた介護予防
ケアプランをつくります。

●在宅でサービスを利用するか施設入所を希望するか
を選択します。

●ケアマネジャーに要望を伝え、ケアマネジャーが作っ
た「ケアプラン」について同意できたら、プランにそっ
てサービスを利用します。

●居宅介護支援事業者を選び、連絡します。
●今どのようなことで困っているのか、これからどのよ
うな生活を希望するのかなどについて話し合います。
●居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼する
と、担当のケアマネジャーが決定されます。

サービスを選ぶ

話し合う 連絡する

ケアプランを作成する ケアプランを作成する

サービスを利用する サービスを利用する
【ケアプラン作成】
・介護予防支援
【訪問サービス】
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリ
テーション
・介護予防居宅療養管理
指導

【通所サービス】
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリ
テーション

【短期入所サービス】
・介護予防短期入所生活
介護
・介護予防短期入所療養
介護

【その他サービス】
・介護予防福祉用具貸与
・介護予防福祉用具購入
費の支給
・介護予防住宅改修費の
支給
・介護予防特定施設入居
者生活介護

【市町村指定サービス】
・地域密着型介護予防サ
ービス

【ケアプラン作成】
・居宅介護支援
【訪問サービス】
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーショ
ン
・居宅療養管理指導
【通所サービス】
・通所介護
・通所リハビリテーショ
ン

【短期入所サービス】
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
【その他サービス】
・福祉用具貸与
・福祉用具購入費の支給
・住宅改修費の支給
・特定施設入居者生活介
護

【市町村指定サービス】
・地域密着型サービス
【施設サービス】
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らすため
には、介護や医療といった個々のサービスだけでは
なく、地域ぐるみで高齢者一人ひとりの生活を総合
的に支えていく体制が必要です。その体制の中心的

な存在として、「地域包括支援センター」が創設され
ました。紀の川市では、旧町単位で事業を展開し、打
田地区・粉河地区・那賀地区・桃山地区・貴志川地区へ
各１カ所ずつ設置しています。

保健師など

主任ケアマネジャー

社会福祉士

●介護予防ケアプランの作成や介護予
防指導などを担当します。

●事業者やケアマネジャーの支援・指
導などを担当します。

●高齢者の権利擁護に関する相談など
を担当します。

【問合せ】
介護保険課
75・3111　旧那賀町役場隣すこやかセンター２階 暮らしに役立つ 情報ワイド

【地域包括支援センターの主な業務】

■地域包括支援センターが創設されました

●施設入所を希望する
場合は施設へ直接申
し込みします。
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